
松原に関係のある各種団体（国・地方公共団体を含む）や専門的な知識を有する
学識経験者の参加をお願いすることで、より現実的・効果的な計画づくりを考えて
います。そこで、既存の三里松原防風保安林保全対策協議会の規約を一部改正
し、当協議会において計画づくりができる体制を整備しました。
その流れは以下のとおりとなっています。

三里松原防風保安林保全対策協議会臨時総会（事務局=農林水産課）

・規約の一部改正を行い、委員の人数等を増加した（H21.1.14）

三里松原再生計画策定委員の選考

三里松原再生計画策定委員の決定（H21.2.5）

三里松原再生計画策定専門部会〔第1回の開催〕（H21.2.25）

□ 専門部会設立までの流れ

三里松原再生計画策定に係る専門部会の設置

三里松原防風保安林保全対策協議会による計画策定

松原再生計画を策定するには、三里松原に一番身近な地域住民の皆さんがどの
ような松原にしたいのか、これら考え方を整理することが重要となります。そこで、こ
れまでの間、数十年と地道な活動をし、松原に思いのある、また、松原に精通した
団体「三里松原防風保安林保全対策協議会」に計画づくりを町から提案し、今後
の活動が更に他の一般住民に普及推進するようお願いしました。


